
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

住民税の納税義務者、納税義務者の被扶養者

本人等からの申告、各支払者からの報告書、国税連携システムか
らの情報、他市町村からの249条3項通知

含む

徳島税務署等

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号

1.宛名番号、2.世帯番号、3.生年月日、4.性別、5.障害区分、6.
カナ氏名、7.氏名、8.住所、9.方書、10.世帯主名、11.続柄、
12.住民区分、13.電話番号、14.整理番号、15.備考（特記事
項）、16.個人番号、17.申告区分、18.徴収区分、19.特徴事業所
番号、20.指定番号、21.整理番号、22.受給者番号、23.非課税区
分、24.収入金額、25.所得金額、26.年金支払者、27.所得控除金
額、28.納める税金、29.繰越損失、30.資料せん作成入力内容、
31.住民税賦課内容、32.金融情報、33.利用者識別番号

個人情報ファイル簿（単票）

申告受付システム

小松島市長

総務部　税務課

確定申告書、住民税申告書、収支内訳書作成および住民税賦課の
ため



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

住民税の納税義務者、納税義務者の被扶養者

申告受付システムからのデータの流し込み、本人等からの申告、
各支払者からの報告書、国税連携システムからの情報、他市町村
からの249条3項通知

含む

他課、他市町村、他機管から照会があった場合

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号

1.宛名番号、2.世帯番号、3.生年月日、4.性別、5.カナ氏名、6.
氏名、7.住所、8.世帯主名、9.続柄、10.住民区分、11.個人番
号、12.申告区分、13.徴収方法、14.所得金額、15.所得控除金
額、16.年税額、17.充当額、18.非課税区分、19.特徴、普徴事業
所、20.課税額、21.各期割額、22.送付先、23.納管人、24.口
座、25.所得税情報、26.通知書番号、27.扶養情報、28.他市町村
課税、29.課税地CD、30.年齢

個人情報ファイル簿（単票）

住民税システム

小松島市長

総務部　税務課

住民税賦課および課税情報管理、証明書発行



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

1氏名、2住所、3生年月日、4宛名番号、5世帯番号、6車両登録番
号、7車両情報、8課税額

個人情報ファイル簿（単票）

軽自動車税システム

小松島市

総務部税務課

軽自動車税種別割の賦課

軽自動車税種別割の納税義務者（予定者含む）

本人及び代理人からの届け出
地方公共団体共同機構からの軽自動車検査情報
軽自動車協会より回送される軽自動車税種別割申告書

含む

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号

なし



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

他市分圏外廃車受付一覧

個人情報ファイル簿（単票）

小松島市長

総務部　税務課

他市登録の標識を小松島市で廃車した場合の記録として利用する

1氏名、2住所、3車両登録番号、4車両情報、5電話番号

他市登録の標識を小松島市で廃車受付した者

本人及び代理人からの届け出

含まない

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

1氏名、2住所、3生年月日、4宛名番号、5世帯番号、6記号番号、
7所得額、8資産額、9課税額

個人情報ファイル簿（単票）

国民健康保険税システム

小松島市長

総務部　税務課

国民健康保険税の賦課

国民健康保険被保険者・世帯主・同一世帯所属者

保険年金課の国民健康保険の被保険者資格情報
市民税担当の住民税課税情報
固定資産税担当の固定資産税課税情報

含む

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

1氏名、2住所、3生年月日、4宛名番号、5被保険者番号、6保険料
額、7徴収方法

個人情報ファイル簿（単票）

介護保険システム

小松島市長

総務部　税務課

介護保険料の算定

介護保険料算定対象者（一号被保険者）及び同一世帯に属する者

介護福祉課の被保険者資格情報
市民税担当の住民税課税情報

含む

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

後期高齢者医療システム

個人情報ファイル簿（単票）

小松島市長

総務部　税務課

後期高齢者医療保険料の算定

1氏名、2住所、3生年月日、4宛名番号、5被保険者番号、6保険料
額、7徴収方法

後期高齢者医療保険料算定対象者

保険年金課の被保険者資格情報
市民税担当の住民税課税情報

含む

徳島県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）小松島市総務部税務課

（所在地）〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.宛名番号、6.賦課税
目、7.通知書番号、8.調定額、9.収納額、10.未納額、11.催告・
訪問記録、12.分納管理、13.差押情報、14.家族情報

個人情報ファイル簿（単票）

滞納管理情報ファイル

小松島市長

総務部 税務課

市税・国保税等の滞納情報の確認・記録等のために利用する。

市税・国保税等の納税義務者

基幹システムとの連携、前住所地の市町村への照会、本人との折
衝記録、地方税法に基づく各種調査・執行

含む

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　小松島市総務部税務課

（所在地）　〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号

　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

1.氏名　2.住所　3.生年月日　4.宛名番号　5.賦課税目
6.通知書番号　7.調定額　8.収納額

個人情報ファイル簿（単票）

市税収納消込ファイル

小松島市長

総務部　税務課

市税の収納状況記録や納税証明発行のため

市税の納税義務者

市税各担当の賦課システムの情報、納税義務者の納税による情報

含まない

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　小松島市総務部税務課

（所在地）　〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号

　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

1.ケース番号　2.氏名　3.性別　4.生年月日　5.住所
6.宛名番号

個人情報ファイル簿（単票）

介護保険料代理納付対象者ファイル

小松島市長

総務部　税務課

介護保険料の代理納付実施のため

生活保護受給者のうち代理納付対象者

生活福祉課より提供

含まない

なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名　称）　小松島市総務部税務課

（所在地）　〒773-8501　小松島市横須町1番1号



■法第60条第2項第1号

　(電算処理ファイル)

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　□有　　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)


